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三大都市圏等物産展開催事業補助金交付要綱 

（令和５年３月30日決裁）   

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、これまで金沢の物産展を催行したことがない百貨店や、一度催行が

途絶えた百貨店での物産展開催を促すとともに、北陸新幹線延伸の周知や金沢の観光情

報を発信するため、民間団体が実施する三大都市圏等物産展開催事業に要する経費に対

する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 民間団体 次のアからウまでに掲げる全ての要件に該当するものをいう。 

ア 本市の区域内に事務所等を設置していること。 

イ 団体の定款、規約等を有すること。 

ウ 補助金の交付対象となる事業を着実に実施できる事務及び組織体制があるものと

して市長が認めること。 

(2) 物産展開催事業 次のアからオまでに掲げる全ての要件に該当するものをいう。 

ア 首都圏、関西圏、中京圏等において金沢の物産展を開催すること。 

イ 北陸新幹線延伸を広く周知し、金沢の魅力や観光情報の発信を行うこと。 

ウ 物産展において金沢の観光を宣伝する場所を設置し、観光ＰＲを行うこと。 

エ 直近で開催した物産展でないこと。ただし、本要綱に基づく補助金の交付を受け

て実施した物産展は、この限りではない。 

オ 本要綱に規定する補助金の交付を受けて実施した物産展について継続して行うこ

と。 

カ 政治的又は宗教的活動を目的としないこと。 

（補助金の交付） 

第３条 補助金は、物産展開催事業を行う民間団体に対して、毎年度予算の範囲内で交付

する。 

（対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる費用（以下「対象経費」という。）は、別表に掲げる

ものとする。 
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（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、対象経費の２分の１に相当する額（その額に10,000円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。）とし、その額は500,000円を超

えないものとする。 

（適用除外） 

第６条 補助金は、物産展開催事業に関し、本市の他の補助制度による補助金その他これ

に準ずるものの交付を受けた民間団体に対しては、交付しない。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

別表（第４条関係） 

区 分 経 費 

対象経費 借上料、設営料、物品輸送費、広報費、消耗品費、その他市長が

必要と認める費用 

 


